
NO.116（7） 日 高 市 議 会 だ よ り

中
なかむら

村一
かず お

夫氏平
ひらい

井明
あき え

江氏

　

国
民
健
康
保
険
財
政
の
健
全
化

を
図
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険
税

の
税
率
を
改
定
す
る
と
と
も
に
、

未
就
学
児
が
い
る
場
合
の
被
保
険

者
均
等
割
額
の
減
額
を
し
た
い
と

い
う
も
の
で
す
。

�

（
賛
成
多
数
で
原
案
可
決
）

　

議
案
第
17
号　

反
対
討
論

　

本
条
例
に
よ
る
保
険
税
の
改
定

は
、
所
得
割
0.6
％
増
、
均
等
割
額

１
万
500
円
増
と
す
る
一
方
で
、
新

た
に
未
就
学
児
均
等
割
軽
減
を
適

用
す
る
も
の
で
あ
る
。
赤
字
解
消

と
被
保
険
者
負
担
へ
の
配
慮
を
同

時
に
行
う
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、

平
成
30
年
度
か
ら
財
政
運
営
の
主

体
が
県
と
な
っ
た
後
も
、
市
の
運

営
は
楽
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
加
入

者
に
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
る
。

　

被
保
険
者
の
う
ち
65
歳
か
ら
74

歳
ま
で
の
方
の
割
合
は
52
．
６
％

で
、
軽
減
適
用
世
帯
は
加
入
世
帯

の
約
半
数
を
占
め
て
い
る
。
全
国

的
に
も
同
様
な
被
保
険
者
の
経
済

状
況
や
地
方
財
政
を
考
え
れ
ば
、

国
が
財
政
責
任
を
負
う
べ
き
と
考

え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
17
号　

賛
成
討
論

　

本
条
例
に
お
け
る
保
険
税
率
の

改
定
は
被
保
険
者
の
負
担
が
増
え

る
も
の
の
、
赤
字
解
消
が
課
題
で

あ
る
国
民
健
康
保
険
制
度
に
お
い

て
、
埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
運
用

方
針
に
沿
っ
て
計
画
的
に
保
険
税

を
増
額
す
る
も
の
で
あ
り
、
や
む

を
得
な
い
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
低
所
得
者
や

未
就
学
児
の
い
る
世
帯
に
対
し
て

均
等
割
軽
減
を
適
用
し
、
負
担
が

大
き
く
な
り
過
ぎ
な
い
よ
う
に
配

慮
が
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

　

議
案
第
17
号　

反
対
討
論

　

本
条
例
は
、
国
民
健
康
保
険
税

の
税
率
を
改
定
す
る
も
の
だ
が
、

赤
字
削
減
・
解
消
計
画
に
基
づ
き

県
が
示
す
標
準
税
率
と
市
の
現
行

税
率
の
差
に
起
因
す
る
約
３
億
２

千
万
円
の
赤
字
の
う
ち
、
約
１
億

１
千
万
円
を
埋
め
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
低
所
得
者
軽
減
や
未
就

学
児
均
等
割
軽
減
を
行
う
点
は
評

価
で
き
る
。
し
か
し
、
保
険
税
増

加
見
込
額
は
、
低
所
得
者
軽
減
が

適
用
さ
れ
た
後
で
も
約
８
千
800
万

円
と
さ
れ
、
未
就
学
児
軽
減
分
を

考
慮
し
て
も
、
全
体
と
し
て
加
入

者
に
大
き
な
負
担
を
課
す
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
国
民
健
康
保
険
の

財
政
健
全
化
は
、
国
庫
負
担
を
増

や
し
て
対
処
す
べ
き
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

反
対
す
る
。

　

議
案
第
17
号　

賛
成
討
論

　

本
条
例
で
の
保
険
税
率
の
改
定

は
国
民
健
康
保
険
財
政
の
健
全
化

を
図
る
た
め
の
赤
字
削
減
・
解
消

計
画
に
基
づ
き
実
施
さ
れ
る
も
の

で
、
県
が
示
す
「
令
和
８
年
度
ま

で
に
赤
字
を
解
消
さ
せ
る
」
と
の

運
営
方
針
に
沿
っ
た
内
容
で
改
定

す
る
が
、
被
保
険
者
の
負
担
が
過

重
に
な
ら
な
い
よ
う
に
低
所
得
者

軽
減
や
未
就
学
児
均
等
割
軽
減
を

適
用
す
る
な
ど
の
配
慮
が
さ
れ
て

い
る
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
議
案
に

賛
成
す
る
。

（
議
案
第
18
号
）

　
�

日
高
市
下
水
道
事
業
設
置
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

日
高
公
共
下
水
道
の
全
体
計
画

及
び
事
業
計
画
の
見
直
し
に
お
い

て
、
計
画
数
値
（
排
水
人
口
）
に

変
更
が
生
じ
た
た
め
、
所
要
の
改

正
を
し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
19
号
）

　

�

日
高
市
都
市
計
画
法
に
基
づ
く

開
発
許
可
等
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

都
市
計
画
法
施
行
令
の
改
正
に

伴
い
、
災
害
の
危
険
性
が
高
い
土

地
の
区
域
に
関
す
る
規
定
を
整
理

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
20
号
）

　

�

日
高
市
消
防
団
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

　

消
防
団
員
の
報
酬
に
つ
い
て
、

新
た
に
出
動
報
酬
を
設
け
る
と
と

も
に
、
所
要
の
改
正
を
し
た
い
と

い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
21
号
）

　

�

日
高
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ

ン
ト
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

　

武
蔵
台
・
横
手
台
地
区
の
公
共

下
水
道
処
理
区
域
へ
の
編
入
に
伴

い
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
プ
ラ
ン
ト

事
業
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
関

連
す
る
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改

正
を
し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�

（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
22
号
）

　

�

埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

の
規
約
変
更
に
つ
い
て

　

埼
玉
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合

に
加
入
し
て
い
る
埼
玉
県
都
市
競

艇
組
合
の
名
称
変
更
に
伴
い
、
規

約
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
地

方
自
治
法
第
290
条
の
規
定
に
よ
り

協
議
し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�
（
全
員
賛
成
で
原
案
可
決
）

（
議
案
第
23
号
）

　

�

日
高
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の

任
命
に
つ
い
て

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
再
び
中な

か
む
ら村

一か
ず
お夫

氏
を
任
命
し
た
い
と
い
う
も

の
で
す
。

　

�
�

（
全
員
賛
成
で
同
意
）

（
議
案
第
24
号
）

　

�

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て

　

前
任
者
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

後
任
と
し
て
平ひ

ら
い井

明あ
き
え江

氏
を
推
薦

し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

�
�

（
全
員
賛
成
で
同
意
）

（
議
案
第
25
号
）

　

�

人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推

薦
に
つ
い
て

　

前
任
者
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

後
任
と
し
て
福ふ

く
だ田
和わ

か佳
枝え

氏
を
推

薦
し
た
い
と
い
う
も
の
で
す
。

　

�
�

（
全
員
賛
成
で
同
意
）

討　

論


